
提

出

者

赤

嶺

政

賢

平
成
十
七
年
五
月
二
十
日
提
出

質

問

第

六

四

号

大
牟
田
労
災
病
院
の
再
編
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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大
牟
田
労
災
病
院
の
再
編
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

大
牟
田
労
災
病
院
は
、
一
九
六
三
年
に
戦
後
最
悪
の
三
池
炭
鉱
炭
塵
爆
発
事
故
が
発
生
し
、
死
者
四
五
八
名
、
一
酸
化
炭
素

中
毒
患
者
が
八
三
九
名
と
い
う
大
惨
事
と
な
り
、
こ
の
事
故
を
契
機
と
し
て
設
立
さ
れ
た
病
院
で
あ
る
。

同
病
院
は
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
の
患
者
の
医
療
と
療
養
の
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
る
。
四
一
年
間
を
経
た

現
在
も
、
当
時
の
患
者
三
〇
名
が
入
院
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
名
以
上
の
方
が
一
酸
化
炭
素
中
毒
の
後
遺
症
の
た
め
に
苦
し
ま

れ
て
い
る
が
、
患
者
と
そ
の
家
族
の
苦
悩
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
も
の
と
考
え
る
。

同
病
院
に
つ
い
て
、
医
師
や
医
療
の
専
門
家
は
、
患
者
や
家
族
が
安
心
し
て
治
療
を
継
続
で
き
る
こ
と
を
保
障
す
る
だ
け
で

な
く
、
施
設
や
機
能
の
充
実
に
よ
っ
て
一
層
範
囲
の
広
い
疾
患
に
も
対
応
で
き
る
必
要
性
と
地
域
医
療
に
も
貢
献
で
き
る
よ
う

に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提
言
を
し
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
の
「
労
災
病
院
の
再
編
計
画
」
で
、
「
大
牟
田
労
災
病
院
を
平
成
一
七
年
度
に
廃
止
の

対
象
と
す
る
」
こ
と
を
公
表
し
た
。

一
酸
化
炭
素
中
毒
の
患
者
、
家
族
の
皆
さ
ん
、
病
院
の
労
組
を
は
じ
め
市
民
の
多
く
の
方
々
が
、
同
病
院
の
廃
止
計
画
に
強

い
反
対
の
意
思
を
表
明
し
て
い
る
。

一



大
牟
田
労
災
病
院
の
廃
止
計
画
を
見
直
し
て
、
存
続
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

大
牟
田
労
災
病
院
を
廃
止
の
対
象
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
診
療
・
研
究
機
能
が
相
対
的
に
低
い
こ
と
、
大
幅
な
累
積
赤

字
で
経
営
基
盤
が
脆
弱
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

同
病
院
は
、
炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
患
者
の
医
療
、
療
養
に
も
っ
ぱ
ら
関
わ
っ
て
き
た
、
歴
史
性
と
特
殊
性

を
持
っ
て
い
る
。

一
酸
化
炭
素
中
毒
患
者
が
八
三
九
名
発
生
し
、
重
症
患
者
は
、
現
在
四
〇
名
、
中
等
度
の
患
者
は
二
〇
〇
名
、
こ
の
他
約

六
〇
〇
名
は
、
す
で
に
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
と
い
う
悲
惨
な
状
況
に
あ
る
。

こ
の
歴
史
性
、
特
殊
性
を
無
視
し
て
、
経
営
基
盤
が
脆
弱
な
ど
と
い
う
理
由
で
廃
止
の
対
象
に
し
て
い
い
の
か
。

し
か
も
、
診
療
・
研
究
機
能
が
低
い
と
い
う
が
、
政
府
自
ら
が
、
専
門
医
や
ス
タ
ッ
フ
を
減
員
さ
せ
る
な
ど
、
機
能
低
下

の
政
策
を
と
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
の
か
。

二

三
池
炭
鉱
災
害
が
発
生
し
た
直
後
に
、
炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
措
置

法
」
と
い
う
。
）
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
制
定
過
程
で
は
、
政
府
は
「
医
療
か
ら
社
会
復
帰
ま
で
十
全
の
処
置
を
と

る
」
、
「
業
務
上
労
働
不
能
に
な
っ
た
人
を
一
生
、
療
養
を
み
て
い
く
、
そ
し
て
家
族
も
食
え
る
と
い
う
姿
の
実
質
的
な
補

二



償
を
考
え
て
い
く
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

し
か
も
、
措
置
法
第
一
一
条
は
「
政
府
は
、
炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
か
か
っ
た
被
災
労
働
者
の
た
め
の

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

政
府
は
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
患
者
さ
ん
が
、
安
心
し
て
最
後
ま
で
治
療
が
受
け
ら
れ
る
た
め
に
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
と

い
う
責
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

さ
ら
に
、
措
置
法
の
目
的
及
び
第
一
一
条
の
規
定
に
照
ら
し
て
も
、
同
病
院
を
廃
止
の
対
象
に
す
る
と
い
う
の
は
、
法
に

反
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。

三

大
牟
田
労
災
病
院
に
入
院
さ
れ
て
い
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
の
患
者
は
、
か
な
り
重
症
で
困
難
な
問
題
を
抱
え
て
お
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
の
治
療
に
つ
い
て
は
、
相
当
の
専
門
医
で
な
い
と
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
病
院
の
廃
止
の
計
画
が

出
さ
れ
、
患
者
や
家
族
の
方
々
は
大
変
な
不
安
を
抱
い
て
い
る
。
廃
止
を
し
て
、
患
者
の
医
療
と
療
養
を
ど
の
よ
う
に
保
障

し
て
い
く
の
か
、
同
様
の
診
療
体
制
が
あ
る
の
か
。

四

大
牟
田
労
災
病
院
の
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
の
患
者
さ
ん
の
症
状
に
つ
い
て
、
患
者
の
治
療
に
関
わ
っ
た
三
池
一
酸
化
炭
素

中
毒
検
診
医
師
団
は
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
を
主
因
と
す
る
高
次
脳
機
能
障
害
と
診
断
し
て
い
る
が
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
判

三



断
し
て
い
る
の
か
。

五

炭
鉱
災
害
後
よ
り
、
今
日
ま
で
一
酸
化
炭
素
中
毒
の
患
者
の
治
療
、
検
診
を
行
っ
て
き
た
医
師
団
は
、
医
療
、
療
養
の
医

学
的
知
見
を
後
世
に
引
継
ぎ
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
の
主
症
状
で
あ
る
高
次
脳
機
能
障
害
へ
の
専
門
的
な
取
り
組
み
の
必
要

性
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
酸
化
炭
素
中
毒
の
患
者
さ
ん
は
、
高
次
脳
機
能
障
害
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
が
、
障
害
の
治
療
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
継
続
す
る
た
め
に
も
、
大
牟
田
労
災
病
院
の
廃
止
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
同
病
院
の
機
能
を
継
承
し
た
療
養
病
棟
と
一

般
病
棟
を
併
せ
も
つ
「
高
次
脳
機
能
障
害
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
医
療
体
制
を
整
え
て
、
一
般
に
も
開

放
す
る
こ
と
は
大
切
と
考
え
る
が
、
見
解
は
ど
う
か
。

六

大
牟
田
労
災
病
院
は
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
の
患
者
の
主
症
状
で
あ
る
高
次
脳
機
能
障
害
の
医
療
、
療
養
を
は
じ
め
、
高
血

圧
、
糖
尿
病
、
脳
血
管
疾
患
、
心
疾
患
等
の
治
療
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
職
場
復
帰
に
至
る
一
貫
し
た
高
度
・
専
門
的

な
医
療
を
行
っ
て
き
た
。
炭
鉱
災
害
当
時
、
高
次
脳
機
能
障
害
は
ほ
と
ん
ど
認
知
さ
れ
ず
、
最
近
に
な
っ
て
社
会
問
題
と
な

り
、
そ
の
障
害
を
有
す
る
方
々
へ
の
対
応
が
社
会
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。

大
牟
田
労
災
病
院
の
果
た
し
て
い
る
役
割
を
基
本
的
に
維
持
し
つ
つ
、
診
療
・
研
究
機
能
の
拡
充
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た

四



疾
患
に
よ
る
高
次
脳
機
能
障
害
に
対
応
で
き
る
方
向
で
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


